
　  

H28.2.10 （門真市） 

H28.2.29 （守口市） 

H28.3.9   （大阪市） 

環境影響評価法及び環境影響評価条例による手続きフロー 
（仮称）淀川左岸線延伸部 

住  民 
都市計画決定権者 

（大阪府・大阪市） 大 阪 府 

方法書公示・縦覧 

市町村長意見 

審 査 会 

意見概要 

意 見 書 

知事意見 

準備書の作成 

準備書公告・縦覧 

 説  明  会 

公聴会の開催 

環境影響評価実施 

知事意見 

準備書公示・縦覧 

事業者届出書 

事後調査計画書作成 

着工の届出 

意 見 書 

大阪府環境影響評価条例 
に基づく手続 

環境影響評価法 
に基づく手続 

  送付（H24.12.25） 

提出（H25.1.18～3.4） 

  公述(H28.1.24) 

意見照会  

提出(H29.9.20)   

 送付(H27.9.24) 

   送付(H28.11.1) 

国 
（主務大臣） 

方法書公告・縦覧 

回答（H25.5.17） 

国土交通大臣意見 

評 価 書 

評価書公告・縦覧 評価書公示・縦覧 

意見聴取（H25.1.11）   

方法書の作成 

送付（H25.3.26） 

提出 

提出（H27.10.2～11.16） 

提出 

市町村長 

１月間 １月間 

 説  明  会 
縦覧期間内 

１月＋２週間 

送付（H25.3.26） 

送付(H27.9.24) 

１月間 

１月間 

縦覧期間内 

１月＋２週間 

市町村長意見 

意見概要及び見解 

意見聴取 (H27.10.6)  

送付(H27.12.24) 

提出 

   送付 

公述意見の見解 

公述意見書    送付    送付(H28.1.28) 

提出(H28.2.22) 

審 査 会 
意見照会  

回答（H28.3.17） 

送付（H28.6.17） 
 

評価書の補正    送付(H28.11.1) 

１月間 

項目・方法の選定 

環境大臣意見 

 送付・意見聴取 

 送付(H28.11.1) 

環境大臣   送付 
１月間 

   送付（H25.5.24） 

   送付（H28.3.23） 

   送付 

  送付（H24.12.25） 

  H25.1.18～2.18   H25.1.18～2.18 

  H25.1.25～2.8   H25.2.5 

事業者 

事後調査 

H25.4.30（大阪市・守口市） 
H25.5.2（門真市） 

  申述（H25.5.24） 

  H27.10.2～11.2 
  H27.10.2～11.2 

  H27.10.16～10.23 

方法書 
手続き 

準備書 
手続き 

評価書 
手続き 

90日以内 

120日以内 

（H27.11.2） 

（H28.1.28） 

（H27.12.24） 

申述（H28．3.23） 

H28.8.9 

送付（H28.9.6） 
 

  H28.11.25～12.26   H28.11.25～12.26 


